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巻頭言

令和２年度の鹿児島県精神保健福祉センター所報が完成しましたので，ここにご報告いた

します。

 令和２年は前年末に中国で発生した新型コロナウイルスの世界的な広がりのため，我々

の生活様式が様変わりしました。飲食店での会食が出来なくなり，会議等もオンラインで

行われることが多くなりました。学生も対面の授業が行われず，自宅でパソコンでのオン

ライン授業のみを受けることが多かったようです。様々な自粛により経済活動も停滞し，

経済的に困窮した人々が増えていることも懸念されますが，実際全国の自殺者数が令和２

年は増加しました。男性より女性が前年より増加率が高くなっています。非正規で働いて

いる女性が職を失うことも大きな要因と考えられます。

 当センターの業務でも，ひきこもり家族の会，依存症家族教室などコロナ禍で行うこと

が出来ない状況が続きました。また特に依存症の人々が自助グループを開けず，また参加

できないために依存症が悪化することも懸念されます。このように新型コロナウイルスに

振り回される状況が続いていますが，今後この状況が収まった後の生活スタイルの変化に

も目を向けていかなければと思います。

 令和２年度には，新型コロナ感染者の宿泊施設入所者への心のケア活動，また当センタ

ー内でのコロナ電話相談を行い，また当センターの一般相談の中でもコロナに対する相談

も行いました。

新型コロナばかりの内容となりましたが，当センターの業務に関しまして今後も関

係各位の皆様の益々のご指導，ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

                 令和３年10月 

                    鹿児島県精神保健福祉センター 

                    所長   竹之内 薫 
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Ⅰ 概要



１．沿革

  ・昭和 42年４月 「精神衛生センター」として発足 
  ・昭和 63年７月 精神保健法の施行に伴い，「精神保健センター」に改称 
  ・平成 ７年７月 精神保健法の改正に伴い，「精神保健福祉センター」に改称

  ・平成 14年４月 精神保健福祉法の改正に伴い，精神医療審査会事務及び，通院医療
費公費負担・精神障害者保健福祉手帳判定業務を開始

  ・平成 20年９月 「高次脳機能障害者支援センター」設置
  ・平成 21年９月 「自殺予防情報センター」設置 
  ・平成 23年３月 現在地（ハートピアかごしま２階）に移転
  ・平成 29年９月 「依存症に関する相談の拠点」設置 

２．組織，職員及び施設概要 （Ｒ２.７.１現在） 
（１）組織状況

                  医事課

所長（医師）  副所長 

                  相談支援課

（２）職種別職員数 

職種 精神科医師 事務 保健師 心理 計 会計年度

任用職員 

人数 １ ４ ４ １ １０ ５ 

   ＊会計年度任用職員：高次脳機能障害者支援員１人，自殺対策調整員１人，心のケア相談員１人，

補助事務員２人 

   ＊非常勤職員   ：精神医療審査会委員２８人 

             自立支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳判定会委員４人

※兼務職員    ：ハートピアかごしま総務課職員２人 

（３）施設概要 

①所在地：鹿児島市小野一丁目１番１号（ハートピアかごしま ２階） 

 ②平面図 
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Ⅱ 事業実績



１．普及啓発

   一般住民に対して精神保健福祉や精神障害に関する知識について普及啓発を行うと

ともに，保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して協力及び援助を行っている。

（１）普及啓発（令和２年度） 

内容 実施数(回) 参加人数(人)

依存症家族教室   １４ ６９ 

依存症回復支援研修会  １ 
   １１４

心の健康を考えるつどい         

（鹿児島県精神保健福祉協議会主催/YouTube配信）
   １ 

【視聴回数】

 ８６００回

               計 １６ １８３ 

 （２）リーフレットの作成・配布 

内 容 配 布 先 

１ 「一人で悩んでいませんか？」リーフ

レット作成 

県内保健所のほか，関係機関に配布    

２ 高次脳機能障害者支援センターリーフ

レット（増刷） 

協力病院のほか，会議や研修会の際に配布 
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２．技術援助・教育研修

   地域精神保健福祉活動を推進するため，保健所，市町村及び関係機関に対し，技術

援助や研修を行っている。 

（１）技術援助（令和２年度）                     （単位：件） 

項 目 

老

人

精

神

保

健

社 

会 

復 

帰 

ア

ル

コ

｜

ル

薬 

物 

ギ

ャ

ン

ブ

ル

思

春

期

心 

の 

健 

康 

づ 

く 

り 

ひ

き

こ

も

り

自 

殺 

関 

連 

犯

罪

被

害

災

害

高

次

脳

機

能

障

害 

そ

の 

他 

計

電

話 

実施

 件数

対象

機関 

・施設

０ １４ ３ ９ ３ ６ ２５ １ １１ １ ３ １３ ７８ １６７ ９８

保健所 ０ ３ ０ ０ １ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ９ １８

市町村 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １８

医療施設 ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ４ １２ ２０ １２

その他 ０ １６ ３ ９ ２ ６ ２３ １１０ １ ３ １７ ６１ １５２ ５０

合 計 ０ ２２ ３ ９ ３ ６ ２５ １１１ １ ３ ２２ ７６ １８２ ９８

（注）実施件数は，技術援助を行った会議や研修会等の回数であり，一回の会議や研修会

等で複数の対象機関や施設に技術援助を行うことがあるため，対象機関や施設の合計

と実施件数は必ずしも一致しない。
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（２） 職員の派遣及び関連会議等への出席状況（令和２年度） 

①保健所等 

依 頼 機 関 内     容 従 事 者 

県地域振興局・支庁保健福祉環

境部（保健所） 

精神保健福祉相談および老人保健福祉相談 

(屋久島保健所) 

所長 

精神保健福祉に係る情報交換会 

(川薩保健所) 

所長 

高次脳機能障害に係る事例検討(鹿児島地域

振興局) 

所長 

②県部局等 

依 頼 機 関 内       容 従 事 者 

総務事務センター健康管理係 

職員健康審査会 所長 

心の健康づくり専門部会 所長 

試し出勤調整会議   所長 

精神保健産業医による面接相談 所長 

障害福祉課 

精神保健福祉審議会 所長 

精神科病院実地審査・実地指導 所長 

措置入院 3か月診察 所長 

措置入院に係る検討会 所長 

精神科救急医療相談窓口相談員研修 所長,保健師 

DPAT運営委員会・DPATワーキング会議 所長

DPAT研修会 所長，副所長， 

課長 

県自殺対策連絡協議会 所長，課長， 

保健師 

県障害者自立支援協議会 課長 

発達障害者支援地域協議会 所長 

依存症総合対策事業打ち合わせ 課長，心理士 

九州地方依存症ネットワーク協議会設立に関する

意見交換 

心理士 

新型コロナウイルス感染症にDPAT等の話し合い 所長 

障害者雇用支援連絡協議会 所長 

障害者自立厚生等知事表彰審査委員会 所長

保健医療福祉課 

新型コロナウイルス感染症調整本部医療体

制の整備に係る会議（精神班） 

所長 

新型コロナウイルス感染症調整本部宿泊班

会議 

課長 

准看護師試験委員会 所長 
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薬務課 薬物乱用対策推進地方本部会議 所長  

男女共同参画室 配偶者からの暴力対策会議 課長

中央児童相談所 子ども虐待防止ネットワーク会議 課長 

こども総合療育センター こども総合療育センター連絡協議会 所長 

県立短期大学 衛生委員会 所長 

教職員の健康に関する研修会 所長 

県立姶良病院 医療観察病棟倫理会議 所長 

姶良病院倫理委員会 所長 

鹿児島県警察本部 県警健康審査会 所長 

③教育庁等 

依 頼 機 関 内     容 従 事 者 

義務教育課 ＳＳＷ活用事業連絡協議会 心理士 

いじめ問題対策連絡協議会 所長 

教育機会の確保に関する意見交換会 所長 

教職員課 指導が不適切な教員に係る審査委員会 所長 

総合教育センター 子どもに関する相談機関の合同連絡会 課長 

子供に関する相談機関の合同相談会 

「心のふれあい相談」 

心理士 

④その他の関係機関 

依 頼 機 関 内     容 従 事 者 

県地域生活定着支援センター 県地域生活定着支援センター関係機関連絡会議  課長 

かごしま子ども・若者総合相談センター 実務者連絡会議 保健師 

鹿児島障害者職業センター 発達障害者雇用支援連絡協議会 所長 

障害者雇用支援連絡協議会 所長 

障害者就労支援ネットワーク会議 支援員 

職業評価およびケース会議 支援員 

鹿児島保護観察所 医療観察制度運営連絡協議会 所長 

生活調整ケア会議 課長 

依存症問題を抱える者の家族を対象とした

家族会

課長，心理士 

川辺保護区保護司会 南九州市会自主研修 心理士 

障害者就労・生活支援センター かごしま障害者就労・生活支援センター連絡会議 支援員 

おおすみ障害者就労・生活支援センター連絡会議 支援員 

産業保健総合支援センター 産業保健総合支援センター運営協議会 所長 

かごしま犯罪被害者支援センター かごしま犯罪被害者支援センター理事会 所長 

県社会福祉協議会 生活保護担当職員研修 所長 
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いのちの電話協会 鹿児島いのちの電話公開講座 所長 

国立障害者リハビリテーション

センター 

高次脳機能障害全国連絡協議会 保健師，支援員 

県精神保健福祉連合会 

（ＮＰＯ法人かせいれん）

かせいれん理事会 課長 

アディクション問題研究会 アディクション問題研究会 所長，課長，心理士 

県多重債務対策協議会 借金・債務に関する無料相談（心の相談） 課長 
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（３） 教育研修（令和２年度） 

① 精神保健福祉業務従事者研修会 

実 施 日 

（会 場） 

内          容 参加機関 

（人数） 

令和２年 

５月29日(金) 

１ 講話「精神障害の理解と措置業務の基礎知識」 

   講師：竹之内 薫 所長 

（精神保健福祉センター） 

２ 説明「鹿児島県の精神保健福祉の現状と主要な施策」

   講師：鵜木 すえ子 精神保健福祉対策監 

（精神保健福祉センター） 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため，資料を各関

係機関に配布した。 

保健所，市

町村 

② 高次脳機能障害者支援に関する研修会 

実 施 日 

（会 場） 
内      容 

参加機関 

（人数） 

令和２年 

９月 

【高次脳機能障害支援圏域研修会：北薩圏域】 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止とし

た。 

医療機関，相談

支援事業所，障

害福祉事業所，

介護保険事業所

，行政等

令和２年 

１２月８日 

（火） 

（ハートピア

かごしま）

【高次脳機能障害者支援のための専門家研修】 

１ 活動報告「鹿児島県高次脳機能障害者支援センタ

ー活動状況について」 

  報告者：田中 貴子 支援員 

（鹿児島高次脳機能障害者支援センター）

２ 講演「高次脳機能障害の診断とリハビリテーショ

ン～社会復帰に向けて～」 

   講師：緒方 敦子 氏 

（鹿児島大学病院リハビリテーション医学講座客員研究員） 

医療機関，

保健所，市町村

就労支援機関

相談支援事業所

介護保険事業所

計 ６３名 

【高次脳機能障害者支援ネットワーク連絡会】 

１ 事例検討会 

  助言者：緒方 敦子 氏 

（鹿児島大学病院リハビリテーション医学講座客員研究員） 

 同上 

計 ５３名 
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③ 自殺対策に関する研修会（自殺予防情報センター事業含む） 

実 施 日

（会 場）
内  容

参加機関 

（人数）

令和２年 

１２月１５

日 

（火） 

（ハートピアか

ごしま）

【自殺対策関係者研修会（被雇用者・勤め人支援）】 

１ 講演「精神的な不調を抱える人への

職場でのサポートについて」 

  講師：神薗 太基 氏 

（株式会社こころ機構 認定心理カウンセラー）

１ 講演「職場におけるメンタルヘルス対策と

支援について」 

  講師：江並 智子 氏 

（鹿児島産業保健総合支援センター

       メンタルヘルス対策促進員）

保健所，市町

村，,医療機関

，企業 等 

計 ９６名

うちWeb参加163名 

令和３年 

２月９日 

       （火）

（ハートピアか

ごしま）

【自殺未遂者支援研修会】

１ 講演「効果的な自殺未遂者支援について」

～自殺の危険からみた自殺予防の基礎～

～自殺未遂者支援で重要なポイント，

エビデンスに基づいたエンドポイント～

  講師：衛藤 暢明 氏

（福岡大学医学部 精神医学教室）

保健所，市町

村，医療機関

 等 

計 ９３名

うちWeb参加179名

令和３年 

３月２日 

（火） 

（かごしま県民

交流センター

）

【自殺対策関係者（若年層支援）

     ・思春期精神保健福祉従事者研修会 】 

１ 講演「コロナ禍が若者に与えた影響

～自殺の急増を考える～」

  講師：髙橋 聡美 氏 

（中央大学人文学科研究所客員研究員）

保健所，市町

村，教育機関,

児童福祉施設

 等 

計 １６５名

うちWeb参加19名
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④ 依存症対策に関する研修会 

実 施 日

（会 場）
内    容

参加機関 

（人数）

令和２年 

１２月２日 

（水） 

（かごしま県民

交流センター）

【依存症回復支援研修会】

  ＊産業保健センターと共催

講演「ギャンブル等依存症の理解と支援について」

  講師：蒲生 裕司 氏 

（ よしの病院 診療部長，北里大学医学部 診療講師 ）

保健所，市町

村，医療機関

，相談機関，

当センター家

族教室参加者

等 

計 １１４名

⑤ 思春期精神保健福祉に関する研修会（再掲） 

日時等 内    容 参加予定機関

令和３年 

３月２日 

   （火） 

（かごしま県民

交流センター）

【自殺対策関係者（若年層支援）

     ・思春期精神保健福祉従事者研修会 】 

講演「コロナ禍が若者に与えた影響

～自殺の急増を考える～」

  講師：髙橋 聡美 氏 

（中央大学人文学科研究所客員研究員）

保健所，市町村

，教育機関,児

童福祉施設 等

計

１６５名

（４） 学生等に対する教育・実習（令和２年度） 

対   象 内   容 回数(回)
対象者

数(人)
 鹿児島大学 医学部 学外臨床実習（医学科）等 ２  １８ 

鹿児島国際大学・鹿児島大学 精神保健福祉援助実習並びに

公認心理師実習 

  １  １８

鹿児島国際大学 精神保健福祉援助講義 １  １８

計 ４  ５４ 
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３．精神保健福祉相談

心の健康相談や精神医療に係る相談，アルコール，薬物，思春期，認知症に関する

相談など精神保健福祉全般の相談を実施している。来所相談は予約制で，新規相談は

毎週木曜日の午前中に開設。また，専門相談として毎月 1 回，思春期相談，依存症相

談，薬物相談を行っている。 

（１）来所相談・・・センター医師および専門医師が対応した面接相談 

①来所相談件数推移                         （単位：件） 

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

新規相談（実） １６１ １２９ １０５

継続相談（実） ２８ ３４ ３０

計 １８９ １６３ １３５

（相談延べ件数） （３６４） （３６８） （３２８）

   新規相談は本年度初回，継続相談は前年度からの継続 

②新規相談者の内訳（令和２年度） 

②－１ 年齢別相談者人数（新規）                 （単位：人） 

年齢 ～９ １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０以上 不明 計 

男 ０ １７ １２ １２ ７ ４ ２ ２ ０ ５６

女 ０ １４ ８ １０ ５ ６ ４ ２ ０  ４９

計 ０ ３１ ２０ ２２ １２ １０ ６ ４ ０ １０５

②－２ 保健所別相談者数 

保健所 人 保健所 人 保健所 人

鹿児島市  ６０ 川薩 ４ 西之表   １

指宿   １ 大口    ０ 屋久島   ０

加世田   ７ 姶良   １８ 名瀬   １

伊集院   ６ 志布志    ０ 徳之島   １

出水   １ 鹿屋    ５ 不詳・県外   ０

②－３ 相談の処置別人数 

処置 人数（人） 

継続    １２ 

他機関紹介    ３２ 

終結    ６１ 

計    １０５ 
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③ 相談理由別人数（新規）                     （単位：人） 

相談理由 人数 相談理由 人数 

気分が不安定  ３４ おかしな言動   ２ 

眠れない   ３ 飲酒に伴う問題   ４ 

食事がとれない   １ 薬物依存の問題   ４ 

不安・恐怖・こだわりが強い   ７ ギャンブルに伴う問題   ４ 

学校に行けない，学校に適応できない   ８ 家族・近隣との問題   ５ 

職場に行けない，職場に適応できない   ９ その他行動上の問題   ３ 

家から外に出ることができない   ５ 性格・対人関係の問題   １ 

もの忘れ   １ その他  １４ 

計 １０５ 

④ 新規相談および延べ相談者の相談内容別件数             （単位：件）

老 人

精神

社 会

復帰

アルコール

関連問題 薬物

ギャン

ブル・

ゲーム

思 春

期

心の健康 うつ・

う つ

状態

その他

合 計

新規  ０ ０   ５  ４ ４ ２８ ３８ １３ １３ １０５

延べ  ０ ０   ６  ５  ６ ２９ １０８ ４８ １２６ ３２８

（２）保健師，心理士が対応した来所面接相談              （単位：件） 

老人

精神

社 会

復帰

アルコール

関連問題 薬物

ギャン

ブル

思 春

期

心 の

健康

うつ・

う つ

状態

その他

合 計

対応数  ５ ７ ５ １５ １９ ６ １６ ７ ２７ １０７

（３）電話相談 

   ①電話相談延べ件数推移                     （単位：件） 

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

延べ件数 ２，１６９ ２，５１８ ３，３３７ 

②相談内容（令和２年度）                 

相談内容 人数（人） 

 病気・治療・薬のこと １５８

うつ・うつ状態 ６６

精神科疾患に関すること 社会復帰・福祉制度等 ４１

 人間関係・日常生活 １４６９

 家族等の対応 ５３

 その他 ６４

-11-



認知症・介護に関すること  ３４

 アルコール ８１

シンナー・薬物 ２６

アディクション関連問題 ギャンブル ７７

 ゲーム ８

過食・拒食等 １３

 その他 ４６

 不登校・ひきこもり ３８

学校生活（いじめ・友人関係等）に

関すること 

４

 情緒不安定 ２３

思春期問題に関すること 身体的不調（頭痛・腹痛・倦怠感） ８

 性格・行動 ３４

 発育・発達に関すること ９

 非行・反社会的行動  ４

 その他 ２３

 言動が奇異 ４５

気分の落ち込み・うつ状態 ４４

 希死念慮 １５

 不安・恐怖・こだわり ２６

心の健康に関すること 家族関係の悩み・ストレス １６５

 職場関係の悩み・ストレス ６５

 その他人間関係の悩み・ストレス ６８

 ひきこもり １８

DVに関すること ５

 病院・相談機関等の情報 ４５

 その他 １７３

その他  ３８９

計 ３，３３７

（４）新型コロナウイルスに関する電話相談

①心のケア電話相談 

令和２年7月からは，心のケア相談員が配置され，専用電話による相談業務を開

始した

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

実 ４ ５ ３ 15 ６ ６ ３ ５ ４ ７ ７ ３ 68 
延 ４ ７ ４ 22 ９ ７ 10 10 ６ ８ 10 12 109 

②宿泊施設における心のケア相談

新型コロナウイルス感染症の感染者増加により，軽症者の宿泊療養が開始になっ

た7月から実施している。宿泊療養者全員にK6日本語版（注）を記入してもらい，
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５点以上の入所者に内線電話により相談対応をしている。

実件数 延べ件数 鹿児島市内に開設された宿泊療養所 4 か所に週 1
回ずつ訪問４７４ ５４３

（注）K6 日本語版：国民生活基礎調査で用いられるうつ・不安障害のスクリーニング

４．思春期精神保健対策事業

精神保健福祉相談のなかでも「特定相談」に指定され，知識の普及や相談指導等思

春期における個別相談や研修会を実施している。

（１） 思春期相談（再掲）

年１５回（毎月１～２回）専門医による相談を実施するとともに，心理士・保健

師による来所相談，電話相談を行っている。

                         （単位：人）

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

来所相談 ３１  ３４  ３５

 電話相談 ２２８ １４９ １４４

 ① 来所者年齢内訳                  （単位：人） 

小学生 中学生 高校生 中卒

高校中退

高卒

大学生

計

３ ９ １３ ９ １ ３５

② 来所者主訴内訳                      （単位：人）

不登校

ひきこもり

情緒

不安定

身体的

不調

性格

行動

非行

反社会的行動

その他 計

１２ ６ ２ ４ １ １０ ３５

（２） 思春期精神保健に関する研修会（再掲）

日時等 内    容 参加予定機関

令和３年 

３月２日 

   （火） 

（かごしま県民

交流センター）

【自殺対策関係者（若年層支援）

     ・思春期精神保健福祉従事者研修会 】 

講演「コロナ禍が若者に与えた影響

～自殺の急増を考える～」

  講師：髙橋 聡美 氏 

（中央大学人文学科研究所客員研究員）

保健所，市町村

，教育機関,児

童福祉施設 等

計

１６５名
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５．依存症対策関連事業

平成 29 年９月に，精神保健福祉センターに依存症相談拠点を設置し，相談員によ

る依存症専門相談窓口を開設した。

平成 30 年４月からは，専門医による依存症専門相談窓口を開設するとともに，依

存症家族教室を開始している。

（１） 依存症相談(再掲) 
毎月１回専門医による相談を実施するとともに，心理士・保健師による来所

相談，および電話相談を実施している。

                   （ 単位：人）

専門医 相談員 電話相談 計

アルコール ６ ５ ８１ ９２

薬物   １ １９ ２６ ４６

ギャンブル ３ ２１ ７７ １０１

その他 １ ２ ６７  ７０

※ 薬物依存症については，令和元年７月から Voice Bridge Project に参加し継続的

な支援を行っている。

（２） 研修会の開催 （再掲）

（３） 依存症家族教室（平成 30 年度から開催）

令和２年度より，①アルコール・薬物依存症家族教室 ②ギャンブル等依存症

家族教室に分け，本人や家族の回復に必要な知識や関わり方を学び，家族同士の

交流を通じて支え合うことを目的に開催している。

①アルコール・薬物依存症家族教室

月１回×６回を１クールとし，前期・後期に分けて開催した

日 時 内   容 参加者（人）

令和２年 

１２月２日 

（水） 

（かごしま県民

交流センター）

【依存症回復支援研修会】

  ＊産業保健センターと共催

講演「ギャンブル等依存症の理解と支援について」

  講師：蒲生 裕司 氏 

（よしの病院 診療部長，北里大学医学部 診療講師）

保健所，市町村，

医療機関，相談機

関，当センター家

族教室参加者等

計 １１４名
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内容及び参加人数 （単位：人）

テーマ 
前期 後期 

開催月 参加人数 開催月 参加人数 

オリエンテーション（依存症とは） ４月 中止 １０月 ５ 

上手なコミュニケーションで本人を治療につなげる ５月 中止 １１月 ７ 

長期的な回復を支え，再発・再使用に備える ６月 ４ １２月 ５ 

家族のセルフケア ７月 中止  １月 ７ 

コミュニケーションスキルの練習 ８月 中止  ２月 ３ 

振り返りと今後の目標 ９月 ３  ３月 ６ 

合計（実人数） 
前期計 

４ 
後期計 

１０ 

合計（延べ人数） ７ ３３ 

４，５，７，８月は新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止

ギャンブル等依存症家族教室

    当初の計画では年間９回を予定していたが，新型コロナウイルス感染対策のため

に開催できない回があり，テーマを絞って全６回の開催となった。

          テーマ 開催月 参加家族人数 

ギャンブル等依存症とは？ ６月 ６ 

聞いてみようお金の話  

講師：九州財務局鹿児島財務事務所 多重債務相談窓口 

     相談員  寺師 ひとみ氏 

９月 ７ 

社会資源を知ろう 

  協力参加：森口病院相談員 
１０月 ６ 

コミュニケーションの学習 １１月 ４ 

家族のセルフケア １月 ２ 

ミーティング 

  協力参加：ギャマノン 
２月 ４ 

合計（実人数） ４ 

合計（延べ人数） ２９ 
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６．調査研究  (資料を参照) 

地域精神保健福祉活動を推進するために以下の調査研究を行った。

また，依存症家族教室で使用している国立精神神経医療研究センター作成の「薬物

依存症をもつ家族を対象とした心理教育プログラム」の効果について，アンケート調

査に協力した。 

○「新型コロナウイルス感染症に関する心のケア相談対応の報告」

○「鹿児島県自殺未遂者支援連携体制事業における支援状況について」

第６３回鹿児島県公衆衛生学会 演題 誌上発表

７．関係団体の育成

地域精神保健福祉の向上を図るため，家族会，患者会等の支援を行っている。

（令和２年度）    (単位：回)

対象 内容 回数 

鹿児島県精神保健福祉会連合会 理事会  １ 

鹿児島県断酒友の会 ミーティング  ６ 

アルコール依存症家族の会 ミーティング  １ 

ひきこもり家族の会 ミーティング  ９ 

セルフヘルプネットかごしま 例会  ５ 

こころ・つむぎの会 例会  １ 

高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島 家族交流会，   ２ 

計 ２５ 

（１） 鹿児島県精神保健福祉会連合会（略称 ＮＰＯ法人かせいれん） 

昭和 59 年 9 月に鹿児島県精神障害者家族会連合会として発足し，平成 21 年 6

月に解散して鹿児島県精神保健福祉会連合会として活動を一本化。現在，９の地

域家族会と 1 つの病院家族会，6 施設で活動している。友愛フェスティバル等を

行っている。 

（２） かごしまデイケア連絡協議会

平成 24 年 5 月に精神科デイケアを実施している医療機関の職員が,デイケアにつ

いて研究・協議し，知識・技術を習得することを目的に設立。センター職員は，顧問，

アドバイザーとして参加しているが，令和 2 年度はコロナ禍で開催できなかった。

（３）鹿児島県断酒友の会

昭和 46 年に発足し，毎月 1 回例会を行い，お互いの断酒を支え合うとともに，

家族ぐるみの交流も行っている。 

（４）アルコール依存症家族の会 

平成 7年度から開催していた「アルコール依存症家族教室」の参加者を中心に結

成。平成 13 年度から家族ミーティングを主体とした家族の会となり，毎月１回実

施している。 

-16-



（５） セルフヘルプネットかごしま 

平成 12 年度に地域活動支援センター「ソーバーハウス」と共催で「セルフヘル

プフｫーラム」を開催。平成 15 年度からは当事者の代表者と支援者で構成される

「セルフヘルプネットかごしま」として活動を開始した。年 1回のフォーラムと毎

月 1回定例会を行っている。現在当事者団体は４，支援者団体は７。 

（６） ひきこもり家族の会 

平成 15 年度から 3か年計画で「ひきこもり家族教室」を開催し，平成 19 年度か

らは「ひきこもり家族の会」として開催していたが，平成 29 年 4 月からは自助グ

ループとして毎月 1回活動を継続している。 

（７） こころつむぎの会 

平成 20 年 9 月に開催した「自殺対策シンポジウムＩＮ鹿児島」で自死遺族から

分かち合いの会を望む声があがり，同年 12 月に「分かち合いの会」準備会を開催

し家族，助言者を交えて検討をし，平成 21 年 8 月に分かち合いの会「こころ つ

むぎの会」をスタートさせた。偶数月に開催している。 

（８） 高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島 

平成 16 年 9 月に 6家族で，脳外傷「ぷらむ」鹿児島を設立。平成 19 年 4 月に

高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島と名称を変更。家族・当事者交流会や「脳トレ

教室」，講演会の開催，会報誌の発行等を行っている。 

８．精神医療審査会の審査に関する事務

  精神科病院に入院中の者や家族等からの退院や処遇改善の請求について，その請求

が適正であるか，また，医療保護入院の届出，措置入院者及び医療保護入院者に係る

定期病状報告書について，その入院の必要性を審査している。また，審査会専用の電

話を設置し，退院等請求者に対応している。 

（１）審査会開催状況 

   合議体審査会・・・２７回（９回×３合議体） 

    全体会・・・・・・新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止 

（２）退院等請求の審査状況推移                    （単位：件）

年度
措置入院者 

定期病状報告書 

医療保護入院者

入院届 

医療保護入院者

定期病状報告書 
計 

退院・処遇 

改善請求件数

退院・処遇 

改善請求 

審査件数

Ｈ２８ ２１ ２，４４３ １，６８７ ４，１５１ １４４ ８２

Ｈ２９ ２０ ２，５２４ １，６７９ ４，２２３ １５２ １０１

Ｈ３０ １４ ２，４４８ １，６０７ ４，０６９ １３１ ９０

Ｒ １ １７ ２，５４１ １，５６２ ４，１２０ １２８ ７８

Ｒ ２ ２０ ２，４８４ １，５７８ ４，０８２ １５０ ６８
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９．自立支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳の判定交付事務

   自立支援医療費（精神通院）の支給認定及び精神障害者保健福祉手帳の申請に対す

る審査を行い，受給者証及び手帳の交付を行っている。

（１）自立支援医療費（精神通院）

①自立支援医療費（精神通院）申請承認件数推移         （単位：件） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

申請件数 ２５，３８２ ２５，９９３ ２８，７０６

承認件数 ２５，３７９ ２５，９８７ ２８，６９７
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②疾患名・年齢別自立支援受給者証交付者数（令和２年度） 

（単位:人） 
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（２）精神障害者保健福祉手帳所持者数推移

（単位：人，％）

年度 １級 ２級 ３級 計 

Ｈ２３ 
２９２ ６,８７７ １,７８８

 ８,９５７ 
3.3 76.8 20.0

Ｈ２４ 
２９２ ７,０２９ １,９６８

 ９,２８９ 
3.1 75.7 21.2

Ｈ２５ 
２８７ ７,２１１ ２,０４８

 ９,５４６ 
3.0 75.5 21.5

Ｈ２６ 
３０４ ７,８４８ ２,２８０

１０,４３２ 
2.9 75.2 21.9

Ｈ２７ 
３２３ ８，５３８ ２，５２９

１１，３９０ 
2.8 75.0 22.2

Ｈ２８ 
３４３ ８，８８０ ２，６０７

１１，８３０ 
2,9 75.1 22.0

Ｈ２９ 
３６４ ９，６９７ ２，７２６

１２，７８７ 
2.9 75.8 21.3

Ｈ３０ 
４５８ １０，１６３ ２，８０４

１３，４２５ 
3.4 75.7 20.9

Ｒ １ 
５７１ １０，５９９ ２，９２７

１４，０９７ 
4.1 75.2 20.7

Ｒ ２ 
５７４ １０，９９６ ２，９６２

１４，５３２ 
3.9 75.7 20.4

※手帳の有効期限切れを除く，各年度末の所持者数を記載 

※上段は所持者数，下段は構成比 

精神障害者保健福祉手帳所持者数

0

2,000

4,000

6,000
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10．高次脳機能障害者支援センター
 平成 20年 9月高次脳機能障害者への支援拠点機関として，精神保健福祉センター内
に設置され，高次脳機能障害者支援員が高次脳機能障害者に対する専門的な相談支

援，関係機関との地域支援ネットワークの充実，関係者への研修等を行っている。

   平成 30 年には協力医療機関の指定を開始し，現在は 34 医療機関ある。 

（１）来所相談 

 ・来所相談延べ件数推移                  （単位：件） 

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

延べ件数 ９９ ９２ ７２ 

（２）電話相談 

 ・電話相談延べ件数推移                  （単位：件） 

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

延べ件数 ４１８ ４３０ ４６２ 

（３） 研修会の開催（詳細は，教育研修参照） 

○専門家研修・・・協力病院や高次脳機能障害者に関わる関係者などを対象に 

        センターと保健医療福祉圏域毎に開催している。 

○一般研修・・・・一般県民に高次脳機能障害を理解してもらうために実施。 

○ぷらむ鹿児島との共催による，子どもをもつ家族の交流会に参加。 

（４） センターだよりの作成 

センターの活動実績やトピックス等のまとめとして年 1 回作成し，協力医療機

関や関係機関等に配布し，周知・広報に役立てている。 

11．自殺予防情報センター
   平成 21年自殺対策を推進するため，精神保健福祉センター内に設置され，自殺対策

調整員が自殺に関する情報収集・分析，情報提供や自殺対策に関わる団体・人材の育

成，自死遺族等の支援を行っている。 

（１）来所相談 

来所相談延べ件数推移                （単位：件） 

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

延べ件数 ８ ４ ４
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（２）電話相談 

電話相談延べ件数推移               （単位：件） 

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

延べ件数 ４５２ ３８８ １０６３

（３）研修会の開催 （詳細は，教育研修参照） 

本県が重点的に自殺対策を講じる必要がある課題は，「高齢者」，「生活困

窮者」，「被雇用者・勤め人」に加えて，死因の第 1 位が自殺となっている「子

ども・若者」や自殺未遂者などの「ハイリスク者」となっている。 

○「被雇用者・勤め人への支援者むけ研修会」を開催 

  内容①講話「精神的な不調を抱える人への職場でのサポートについて」 

    ②講話「職場におけるメンタルヘルス対策と支援について」 

○「若年層支援者むけ研修会」を開催 

   内容①講話「コロナ禍が若者に与えた影響～自殺の急増を考える～」 

○「自殺未遂者の支援者むけ研修会」を開催 

  内容 講話「効果的な自殺未遂者支援について」 

～自殺の危険からみた自殺予防の基礎～ 

～自殺未遂者支援で重要なポイント， 

エビデンスに基づいたエンドポイント～  
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Ⅲ 資料 



新型コロナウイルス感染症に関する心のケア相談対応の報告 
○上村 真弓  竹之内 薫（県精神保健福祉センター） 
松田 優子（新型コロナ 心のケア相談員） 

１ はじめに 
 新型コロナウイルス感染症が急激に感染拡大する中
で，それに伴う生活様式の見直しなどにより，感染に
対する不安や行動変容に伴うストレス等，県民の心理
面に多大な影響が生じている。コロナ禍における精神
的な影響に対して，精神保健福祉センター（以下，セン
ターという）として取り組んだ経過を報告する。 

２ これまでの取組
(1) 心のケア相談  
Ｒ２年４月末から，感染症指定医療機関，帰国者・接
触者相談センターの医療従事者向け相談窓口としてセ
ンターでの電話相談を開始した。 
Ｒ２年７月からは，心のケア相談員を配置し，専用電
話による心のケア相談を開始することを，県下保健所，
市町村及びホームページにて周知し，相談に応じてきた。 
(2)宿泊施設における心のケア相談 
鹿児島県内で初めてのクラスター発生により，感染者
が急増したことから，R２年7月に無症状・軽症者のた
めの宿泊療養施設が開設された。個室で外出できない環
境によりストレスが高まることが予想されるため，セン
ター保健師が宿泊施設に出向き，内線電話等による入所
者の心のケア支援を開始した。 
方法：入所時に「こころの健康スクリーニング」(以下，
K6という)のチェック票（表１）とその説明書および療
養生活に関するリーフレットを配布。入所後3日目に自
己チェックしてもらう。センター保健師が療養施設の内
線電話で合計点数を聞き取り，10 点以上または療養施
設の看護師から対応依頼のあった入所者について個別
相談に応じる。ただし，入所者数が落ち着いた8月から
は，全入所者に電話連絡し相談対応を行った。再び入所
者が増えたＲ３年1月からは，K6で合計5点以上の「な
んらかのうつ，不安の問題がある可能性」のある入所者
に相談対応することにした。 

３ 結果 
（１）心のケア相談
Ｒ２年7月から，専用電話ならびに精神保健福祉セン
ターで対応した電話相談はＲ３年1月末までに72件で，
相談者の性別は男性16件，女性56件。月別では7月に
22件と最も多く，以後は月平均8件程度であった。 
実相談者は49件あり，そのうち再相談してきたのは
23件(47%)で，再相談者のうち20人（87％）は精神科
で治療中もしくは治療歴のある方であった。 
年代別では，不明者29人を除くと，50歳代が23人
と最も多かった。 

相談内容（図１）を分類してみると，感染症に関する
こと（感染の不安や疾患に関する疑問）についての相談
が32件(35%)と最も多かった。感染症に関する相談を，
相談を開始した7月から9月(前期)と10月から1月(後
期)にわけてみると，前期は特に，相談者本人や家族の感
染への不安や人に感染させる不安を相談する内容が多
かった。後期も同様ではあったが，感染を心配するあま
り手洗い，消毒が過度になっているのではという不安を
相談する内容が増えてきた。 
次に多かったのが本人の健康問題に関する相談17件
(18%)となっている。コロナ禍で不眠や精神的に落ち着
かない状態,抑うつ的になっているという相談内容であ
った。 
（２）宿泊施設における心のケア相談 
 ①相談実績  
Ｒ２年7月からＲ３年1月末までに男性194人,女性
215人，合計409人の相談に応じた。年代別では，20歳
代が最も多く109人(27%)，次いで40歳代76人(19%)，
30歳代75人(18%)となっている。 
 ②こころの健康スクリーニング結果 
相談者のうち，K6 のチェックができていた者は 345
人であった。7 月から12 月までの集計結果では，合計
得点０～４点が173人（66.5%），５～９点が57人（22%），
10点以上は30人（11.5％）だった。（1月は入所者全員
を把握しておらず省いた。）  
1月までの相談者のうち10点以上となった56人につ
いて年代別にみると，20歳代が22人(39.2％)と最も多
く，次いで30歳代12人(21.4％)，40歳代10人(17.9％)
だった。 
相談内容（表２）では感染症に関することが 25 人
（44.6％）と最も多く，具体的には，周囲に感染させて
しまったことや感染防止対策をとっていたにもかかわ
らず感染してしまったという自責の気持ち等がきかれ
た。また，宿泊療養が始まった当初は「退所の基準がわ
からない」，「いつまで入所しなければならないのか」と
いった苛立ちの声も多かった。 
次いで差別や偏見に関するものが13 人（23.2％）で
あった。近隣住民や SNS での誹謗中傷や職場復帰後の
職場の反応が不安といった声が多かった。実際，退所後
に職場でばい菌扱いされた，自宅に直接帰るのが怖いと
相談の電話もあった。また，感染により休業したことで，
収入が減少することや生活の困窮，経営難を心配する者
が7人（12.5％）あった。 
入所中は個室で過ごすことから，食事や睡眠をしっか
りとることや，ストレッチなどの運動，また，自分が
リラックスして過ごす時間をつくること等助言した。 
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③その他の相談  
宿泊施設の看護師が健康観察で対応する中で，K6の
得点は高くなくても，言動が気になる場合もあり，対
応依頼を受け相談日以外でも電話相談を行った。精神
科に通院中もしくは治療歴がある事例，クラスター発
生により不安を感じている事例があり，傾聴，助言な
ど行った。 

４ 考察 
(1) 心のケア相談 
相談窓口開設当初は，国内で感染者が確認され，報道
を見聞きする中で，新型コロナウイルスという，見えな
いウイルスに対する不安や恐れを感じての相談が多か
った。また，感染したくないという思いから，他者の言
動や行動が，相談者の不安や苛立ちにつながっていると
いう状況であった。 
その後，コロナ禍が長期間続くことで，過度の消毒や
心身の不調を訴えるという相談内容に変わっていった。 
(２)宿泊施設における心のケア相談 
宿泊療養者は，PCR 検査を受け，陽性が判明すると

翌日には宿泊施設の個室に隔離され，人との交流が絶た
れるという環境におかれる。K6 の質問項目の中でも神
経過敏になった，気持ちが落ち着かない，気が晴れない
等の頻度が上がっていた。状況からして当然起こりうる
反応であり，「ほとんどの入所者は，退所日が決まると
明るい声になる」と，宿泊施設の看護師も語っていた。 
今回Ｋ6の合計点数10点以上が30人(11.6％)であっ
た。厚生労働省が2019年に行った，国民生活基礎調査
のこころの健康結果では，気分障害・不安障害に相当す
る心理的苦痛を感じている者(20 歳以上で，10 点以上)
が10.3％と比較すると，やや高くなっている。 
初めての宿泊療養のため，どのように療養するのか，
いつまで入所しているのか等先が見えない状況がかな
りストレスになっていたと思われるが，宿泊療養担当医
師が作成した，「よくある質問とその回答」というパン
フレットが配布されると，宿泊療養に関する疑問や不安
の訴えは減少していった。 
宿泊療養で隔離された状況ではあるが，多くの入所者
は携帯電話，パソコン等を持参し，家族や友人，職場と
のつながりを持ちコミュニケーションがとれていた。そ
れにより，家族や職場のPCR検査結果を知ることや励
ましをもらうことで，退所後の不安の軽減にもつながっ
ていると感じた。 
入所者の中には，精神科で通院治療中の方もおり，な

れない環境で精神的に不安定になる方や退所後の生活
に不安を感じている入所者もいた。センターの心のケア
電話相談の利用を紹介しているが，退所前にはセンター
から再度電話して，継続的な支援の必要性について確認
することも今後は検討していきたい。

５ まとめ
新型コロナウイルスに感染した入所者は，携帯電話
で家族や友人と話すことが，不安やストレスの解消に
なると話していた。また，センターからの電話で久し
ぶりに会話をしたとの発言もあり，思いを共有するこ
との効果を感じた。一方では，未知の感染症であると
いう「不安や恐れ」を感じ，それが周囲からの「差別，
偏見」に繋がる不安を抱いていた。今後，ワクチン接種
が始まり感染症に対する不安も軽減していくことが期
待されるが，未知の感染症について正しく恐れること

の難しさを痛感した。 

＜参考・引用文献＞ 
１）国民生活基礎調査2019年 厚生労働省 
２）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応するための
サポートガイド（２020.3.25），日本赤十字社 

３）新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調
査 厚生労働省 

表１ こころの健康スクリーニング（Ｋ6） 
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鹿児島県自殺未遂者支援連携体制事業における支援状況について 

～平成３０年２月から令和２年９月までの支援状況報告～ 
○内大久保 修子  竹之内 薫（県精神保健福祉センター） 
今村 梢（県自殺予防情報センター） 

１ はじめに 
本県での自殺未遂者支援の取組は，平成23年度以降，
「救急医療機関における未遂者支援に係る対応調査」の
実施，精神保健福祉士協会に事業委託した「自殺未遂者精
神科受診促進モデル事業」，精神科医療機関や救急医療機
関等の職員を対象に「関係者研修会」等を実施してきた。 
 これらの取組を踏まえ，平成28年度には「自殺未遂
者支援連携体制強化に関する検討会」とモデル事業を実
施し，平成30年2月からは，県下全域14保健所におい
て，医療機関と連携した自殺未遂者支援の取組である
「自殺未遂者支援連携体制事業」を実施している。その
取組の支援体制フロー図は（図１）のとおりである。 
今回，事業開始から令和２年９月末までの「自殺未遂
者支援連携体制事業」の取組状況をまとめたので報告す
る。 
＊自殺未遂者支援連携体制事業の目的 
「救急告示病院や精神科医療機関等と行政窓口であ
る保健所が，自殺未遂者やその家族の情報を共有するこ
とにより，保健所をはじめ関係機関が連携し自殺未遂者
やその家族に対し，適切な支援を継続的に行い，自殺の
再企図を防止し，自殺対策の強化を図る」 

２ 取組状況把握の方法
 (1)県内14保健所の自殺対策事業担当者が，自殺未遂
者支援調査票（図２）に記入 
 (2)①自殺未遂者の状況把握 
  ②支援状況把握 

３ 自殺未遂者の状況及び支援状況結果 
調査総数：１３２件 
 (1)男女比 
 男性：女性は，４：６で女性が多い。 
(2)年齢構成比 
20歳代，50歳代，40歳代の順で多く，この年代で約
半数を占めている。 
 (3)手段 
 薬物，刃物，縊首の順に多く，その中でも薬物は，全
体の約半数である。 
 (4)把握経路 
 救急告示病院からの紹介が，全体の約６割である。 
 (5)精神科疾患（現病歴） 
 何らかの精神科疾患を有している者が約７割である。 
 (6)精神科疾患（既往歴） 
 何らかの精神科疾患の既往がある者が約5割である。 
 (7)身体疾患（現病歴）（既往歴） 

現病歴，既往歴ともに罹患している者が約５割である。 
 (8)過去の未遂歴 
 過去の未遂歴ありは約3.5割である。 
 (9)職業 
 有職：無職は，５：５である。 
(10)同居人の有無 
同居人ありが約7割である。 
(11)生活保護受給の有無 
生活保護受給率は，1割にも満たない 
(12)未遂に至った要因 
家庭問題が最も多く，次いで健康問題，経済問題，仕
事問題と続いているが，ほとんどの者が複数の要因を抱
えている。 
(13)被虐待歴 
把握できていない不明が最も多く約6割であり，被虐
待歴有は１割に満たない。 
(14)支援期間 
1 か月未満が多く，次いで２～３か月未満，6か月以
上である。 
(15)支援状況 
相談時対応が最も多く，全体の約４割である。 
(16)支援終了理由 
 転出や死亡以外のその他が多く，次いで転出，死亡
（既遂）である。 
(17)その他 
①年代ごとの要因について 
10歳代以下～20歳代では，男女問題と学校問題で
約3割である。 
50歳代では，健康問題が約2.5割，経済問題と家庭
問題がそれぞれ約２割である。 
60歳代では，家庭問題が約４割を占めている。 
70～90 歳代では，健康問題と家庭問題で約５割を
占めている。 

 ②性別での特徴 
  男性は，仕事問題が要因全体のうち約２割である。 
  女性は，家庭問題，健康問題が約６割である。 
 ③手段について 
  薬物は約6割が女性であり，刃物も約7割が女性で
ある。縊首は男性が約6割を占めている。

４ 考察及びまとめ 
(1) 本県の特徴 
① 男女比 
宮崎県や東京都荒川区及び福岡市の調査と同様に，
自殺未遂者は女性が多い。 
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② 年代別 
自殺未遂が多い年代について，宮崎県での調査では， 
40歳代で約2割，20歳代で約１割となっており，東
京都荒川区での調査では，30歳代，40歳代，50歳代
それぞれが約２割となっている。本県の年代別自殺未
遂者割合は，20歳代で約２割を占め，40歳代と50歳
代がそれぞれ約1.5 割を占めており，20 歳代の自殺
未遂者の割合が最も多い。 
③ 手段 

  宮崎県や東京都荒川区及び福岡市の調査と同様に，
薬物を手段としている者が多い。 
④ 過去の未遂歴 

  宮崎県での調査と同様に，約3.5割であった。東京
都荒川区の調査では約5割である。 
⑤ 要因 

   今回の調査における，自殺未遂者の要因は，平均1.5
項目であった。ライフリンク「1000 人実態調査」で
は，自殺は平均すると４つの要因が複合的に連鎖して
起きているとの報告がある。 

自殺未遂歴と精神障害の存在は，将来の自殺既遂を予
測する２大危険因子であり，特に，自殺未遂歴は，危険
因子の中でも最も重要なものである。 
自殺未遂歴のある人の10人に1人が自殺で死亡する
という調査（ｵｰｳｪﾝｽﾞら 2002）結果があることから，「自
殺未遂者支援連携体制事業」で支援に繋がれた自殺未遂
者に対しては丁寧に関わることが必要である。 
自殺未遂者の再企図を予防するために，「自殺の危険
に関する評価」を行うことは，適切なアセスメントを行
う上で重要である。 
「SAD PERSONS スケール」（図３）において，『社
会的援助の欠如』や『配偶者の有無』の項目がある。今
回の調査では，約7割において「同居人あり」であった
が，家族や同居人がいても，自殺未遂者自身が疎外感を
感じていれば自殺の危険性は高くなると思われる。同居
人の有無に関わらず，自殺未遂者の本意に寄り添うこと
が大切であると考える。その際には，「TALK の原則」
（図４）を用いて，自殺未遂者の『死にたい』にしっか
り向き合い，『死にたい気持ち』を話せる状態にするこ
と，また，自殺未遂者を孤立させることがないように，
支援者，関係機関それぞれができる小さな支援をつない
で，ネットワークで大きな支援とすることが大切である。 

【重要なこと】 
〇再企図を防ぐことが自殺対策の大きな柱である 
〇適切なアセスメントを繰り返し行うことで，自殺に
関わる複数の要因を探り，その要因をできるだけ減らす 
〇「TALKの原則」を用いて，自殺未遂者の『死にた
い』にしっかり向き合う 
〇支援者のネットワークの構築 

５ 結語 
「自殺未遂者支援連携体制事業」では，自殺未遂者が
搬送された医療機関で自殺未遂者本人または家族が支
援に同意して支援が開始されるが，同意を得られない自
殺未遂者こそ再企図のリスクが高いと思われる。同意を
得るために支援者は丁寧に関わり，一度拒否されても諦
めずにアプローチを繰り返すことが必要である。そして，
支援に繋がれた自殺未遂者に対しては，自殺未遂者の
「死にたい気持ち」にしっかりと向き合い，自殺に関わ

る複数の要因を探り，その要因をできるだけ減らす。さ
らに，再企図リスクを判断し，必要に応じて次の相談機
関に確実につなぎ，地域において必要な支援が継続して
行われるよう「切れ目のない総合的な支援」，つまり，支
援機関が綿密に連携できる支援体制が大切である。 
今後，当センターとしては，「自殺未遂者支援連携体
制事業」の円滑な事業推進への支援及び自殺対策に関わ
る支援者のスキルアップを目的とした研修会開催など
の役割を果たしていきたい。 
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（図２）自殺未遂者支援調査票

（図１）鹿児島県自殺未遂者支援体制フロー図

（図４TALKの原則） （図３）SAD PERSONSスケール
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